
東京医科歯科大学病院長候補者選考委員会規則 

 

平成２９年１月１１日 

規 則 第 ５ 号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、国立大学法人東京医科歯科大学部局長等の任免に関する規則（平成

２７年規則第２１７号）（以下「規則」という。）第５条の規定に基づき、東京医科歯科

大学病院長候補者選考委員会（以下「選考委員会」という。）に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

 

（選考の事由） 

第２条 選考委員会は、規則第５条の規定により、学長から病院長候補者（以下「病院長

候補者」という。）の推薦を求められたときは、原則として２名以上の病院長候補者を選

出しなければならない。 

 

（組織） 

第３条 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 理事 １名 

(2) 病院運営会議構成員のうち、大学院医歯学総合研究科（医学系）の臨床系教授 ２

名 

(3) 病院運営会議構成員のうち、大学院医歯学総合研究科（歯学系）の臨床系教授 １

名 

(4) 本学の役員又は職員以外の者で病院運営に関し広くかつ高い識見を有する者 ２名 

(5) その他学長が特に認める者 

２ 前項の委員は、役員会の意見を聴き、学長が任命する。但し、第２号及び第３号につ

いては病院運営会議に、複数名の推薦を求める。 

３ 選考委員会に委員長を置き、委員長は第３条第１項第１号で定める委員をもって充て

る。 

４ 第３条第１項第４号で定める委員は、次に掲げる各号のいずれにも該当しない者から

選任する。 

(1) 過去１０年以内に本学と雇用関係にあること。 

(2) 過去３年間において、年間５０万円を超える寄附金又は契約金等を本学から受領し

ていること。 

(3) 過去３年間において、年間５０万円を超える寄附を本学に対して行っていること。 

５ 委員が病院長候補者となるべき適任者（以下「病院長候補適任者」という。）の推薦を

受けたときは、委員を辞任しなければならない。 

６ 前項の場合、委員長は学長に後任補充の要請を行うものとする。 

７ 学長は前項の要請を受けた場合、直ちに後任の委員を任命するものとする。 

 

（委員の任期等） 

第４条 委員の任期は、学長が定めるものとする。 

２ 委員は再任されることができる。 

３ 委員の任期の末日は、当該委員を任命する学長の任期の末日以前とする。 



 

 

 

（審議事項等） 

第５条 選考委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

(1) 選考基準（病院長に求められる資質・能力）及び業務執行状況に関する事項 

(2) 病院長候補者の推薦に関する事項 

(3) 選考委員会の議事の手続き、その他選考委員会に関し必要な事項 

 

（議事） 

第６条 委員長が、選考委員会を招集し、これを主宰する。 

２ 選考委員会は、委員長を含め委員の３分の２以上が出席しなければ、会議を開き、議

決することができない。 

３ 選考委員会の議事について評決する場合は、委員長を含め出席した委員の投票により

多数決で決することとする。但し、病院長候補者の複数名の推薦について、多数決で決

しない場合は、委員長の決するところによる。 

 

（委員以外の者の出席） 

第７条 選考委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又

は意見を聴くことができる。 

 

（公 表） 

第８条 国立大学法人東京医科歯科大学は、次に掲げる各事項をそれぞれ遅滞なく公表す

るものとする。 

(1) 学長が選考委員を任命したとき、委員の名簿、委員の経歴及び選定理由 

(2) 選考委員会の議を経て定めた選考基準（病院長に求められる資質・能力） 

(3) 学長が病院長の選考を行ったとき、当該者を選考した理由及び当該選考の過程 

 

（庶務） 

第９条 選考委員会の庶務は、病院事務部総務課において処理する。 

 

（雑則） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、選考委員会に関し必要な事項は、委員長が選考

委員会に諮って別に定める。 

 

附 則 

１ この規則は、平成２９年１月１１日から施行し、平成２８年１２月１日から適用する。 

２ この規則の施行後に、最初に発足した選考委員会の委員の任期は、第４条の規定にか

かわらず、平成２９年３月３１日までとする。 

附 則（平成３０年９月２０日規則第８６号）  

この規則は、平成３０年９月２０日から施行し、平成３０年９月１日から適用する。 

   附 則（令和元年１２月６日規則第１１６号） 

 この規則は、令和元年１２月６日から施行し、令和元年１２月１日から適用する。 

附 則（令和３年９月２２日規則第９３号） 

 この規則は、令和３年１０月１日から施行する。 

 


